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助成金申請の流れ微量･低濃度ＰＣＢ廃棄物処理施設の一覧

微量ＰＣＢ微量ＰＣＢ微量ＰＣＢ微量ＰＣＢ微量ＰＣＢ微量ＰＣＢ微量ＰＣＢ微量ＰＣＢ微量ＰＣＢ
助成金について

東京都微量ＰＣＢ廃棄物処理支援事業

微量ＰＣＢ
助成金について

※処理経費は
「運搬費」と「処分費」の
合計額です。
　「運搬費」と「処分費」の
　合計額です。

処理
経費

分析費

申請期限：令和8年3月31日（必着）
（ただし、予算の範囲を超えた日をもって申請書の受付を停止します。）

助成対象者・助成対象経費

分　　析
都内で保有している

電気機器の絶縁油を分析

処　　理
都内で保有している

微量ＰＣＢ含有が確認された
絶縁油・電気機器を処理

！

！ 令和8年1月1日以降の助成金の申請は、国の助成金交付決定を

 受けてから行ってください

①個人　②中小企業団体　③マンション等建物管理組合法人　④中小企業者
⑤会社以外の法人
（学校法人、医療法人、財団法人、宗教法人、社会福祉法人、保育園、健康保険組合等）
※２ページを参照

助成金申請の流れ微量･低濃度ＰＣＢ廃棄物処理施設の一覧

助成金申請の書類は 分析費・処理経費それぞれ実施前・実施後に2回提出

※申請書類は東京都環境公社のHPからダウンロードできます。

※ 処理の方法が「焼却」の施設を掲載しています。施設の最新情報や処理の方法が「焼却」以外の施設については、
    環境省HP「廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設」のページをご確認ください。

交付決定通知書の発行よりも前に分析や処理を実施した場合、助成金の交付はできません。
ＰＣＢの分析及び処理の実施は、交付決定通知書を受領した後に実施してください。

△！

（令和6年9月2日現在）

！ 処理費用・受入れ条件などの詳細は、直接処理施設にお問合せください

注意！

申請の際は、必ず『助成金交付申請の手引き』をご参照ください。

問合せ先・助成金の書類郵送先
公益財団法人 東京都環境公社 〒130-0022 東京都墨田区江東橋４－２６－５

東京トラフィック錦糸町ビル5階

TEL：03ｰ3649ｰ8541
(土・日・祝日、年末年始を除く 9時00分から12時00分、13時00分から17時00分まで)

https://www.tokyokankyo.jp/ 東京都環境公社 で検索
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東　京　都　環　境　局
公益財団法人　東京都環境公社
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実
施
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1回目

1回目交付申請書類

2回目

【分析費】
①交付申請書(第1号の2様式）
②業者からの見積書の写し
③助成対象者本人であることを
　証明する書類＊

④銘板写真
⑤その他公社が必要と認める
　書類＊

【処理経費】
①交付申請書(第1号様式）
②業者からの見積書の写し
③助成対象者本人であることを
　証明する書類＊

④PCB濃度証明書の写し
⑤その他公社が必要と認める
　書類＊

2回目実績報告書類
【分析費】

①実績報告書(第5号の2様式）
②請求書(第７号様式)
③業者からの請求明細書の写し
④業者への支払いを証明する
　書類の写し
⑤ＰＣＢ濃度証明書の写し

【処理経費】
①実績報告書(第5号様式）
②請求書(第７号様式)
③業者からの請求明細書の写し
④業者への支払いを証明する
　書類の写し
⑤マニフェスト伝票（D票）の写し

＊HPの提出書類のページまたは『助成金交付申請の手引き』でご確認ください
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光和精鉱株式会社
０９３－８７２－２１００

オオノ開發株式会社
０８９－９７６－１２３４

株式会社クレハ環境
０２４６－６３－１２３１

ＪＸ金属苫小牧ケミカル株式会社
０１４４－５６－０２３１

エコシステム秋田株式会社
DINS関西株式会社

０７２－２４３－６３３５
（受付）エコシステムジャパン(株)

東北営業部
０１８６－４６－１５００

神戸環境クリエート株式会社
０７８－６５１－５０６０

ユナイテッド計画株式会社
０１８－８７７－３０２７

株式会社富山環境整備
０７６－４６９－５３５６

エコシステム小坂株式会社
０３－６８４７－７０１１

株式会社富士クリーン
０８７－８７８－３１１１

三池製錬株式会社
０９４４－５３－７２６２

株式会社ジオレ・ジャパン
０６－６４１１－３６９０

日重環境株式会社
０２７７－７３－０１９４

三光株式会社
０８５９－４４－５３６７

株式会社太洋サービス
０５３－４４７－４６４０

杉田建材株式会社
０４３６－９６－１３１１

東京鐵鋼株式会社
０１７８－２８－９１９１

J&T環境株式会社
０４５－５０５－７９４９

エコシステム千葉株式会社
（受付）エコシステムジャパン（株）
　　　　　　　　　     関東営業部

０４３８－６０－７１７５

群桐エコロ株式会社
０２７６－５５－０５００

エコシステム山陽株式会社
（受付）エコシステムジャパン（株）
     　　　　　　　      西部営業部

０８６８－６２－１３４１

環境開発株式会社
０７６－２４４－３１３２

三重中央開発株式会社
０５９５－２０－１６３１
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助成対象者

助成対象となる電気機器

主なＰＣＢ分析機関の紹介窓口

助 成 対 象となる廃 棄 物

助 成 対 象 経 費

限 度 額

助 成 金 の 額

微量ＰＣＢ廃棄物の分析費・処理経費の助成金ＰＣＢ廃棄物　処理までの流れ 微量ＰＣＢ廃棄物の分析費・処理経費の助成金ＰＣＢ廃棄物　処理までの流れ

　PCBは変圧器やコンデンサー等の電気機器に利用されていましたが、人の健康及び生活環境に被害を生ずる
おそれがある物質であることから、昭和47年に製造が中止されました。しかし、平成14年にPCBを使用していないと
される電気機器から、微量のPCBが検出されるものがあることが判明しました。

　東京都では、中小事業者等の方々の負担軽減を図るため、都内で所有しているＰＣＢ混入の可能性がある
絶縁油、電気機器等の廃棄物処理費及び分析費の一部を助成しています。

① 個人（過去に中小企業者であった個人の方、マンション等の個人オーナーも対象）
② 中小企業団体
③マンション等建物管理組合法人
④ 中小企業者

⑤ 会社以外の法人であって、常時使用する従業員の数が次の表以下であるもの

※「従業員数」の「従業員」とは、労働基準法第20条のパート・アルバイト・臨時雇いを含む、「解雇予告を
   必要とする者」をいう。
※学校法人、医療法人、財団法人、宗教法人、社会福祉法人、保育園、健康保険組合等は、従業員数が１００人
   以下の場合、助成対象となります（該当する法人は別途ご提出いただく書類があります。詳細は東京都
   環境公社にお問合せください）。

① 使用中の変圧器から微量ＰＣＢ絶縁油を抜取り、微量ＰＣＢ絶縁油を処理する場合　（単位 千円）

②ドラム缶等容器に保管している
微量ＰＣＢ絶縁油を容器ごと

    処理する場合

③ 微量ＰＣＢ絶縁油が封入された
　 電気機器を処理する場合（１台あたり）

※「合計油量」とは、助成金の交付の申請をしようとする
   微量ＰＣＢ廃絶縁油の合計の量をいう。

※「機器電源容量」とは、微量ＰＣＢ廃電気機器の電源容量
をいう。

※２台以上の限度額は、機器ごとの限度額を合計した額と
する。

※「合計油量」とは、助成金の交付の申請をしようとする微量ＰＣＢ廃絶縁油の合計の量をいう。

ＰＣＢ不使用 不 明 高濃度PCB

絶縁油中のPCB分析

産業廃棄物処分許可業者

助成
対象外

助成
対象外

0.5mg/kg以下
または不検出

0.5mg/kg超
（微量PCB）

微量PCBの無害化
処理施設・許可施設

※４ページ参照

中間貯蔵・
環境安全事業(株)
通称：JESCO

PCB廃棄物は、絶縁油に含まれるPCB濃度により処理方法が異なります。
PCB濃度の確認方法等は以下のとおりです。

PCB混入の可能性の有無について、製造メーカーへ問合せ

1 2 3

変圧器

コンデンサー（蓄電器）

申　請　期　限 令和8年３月３１日（必着）

分　析　費　の　助　成

都内で保有しているＰＣＢ混入の可能性がある変圧器及びコンデンサー類の電気機器
例：コンデンサー、高圧変圧器、リアクトル、変成器、遮断器、開閉器、整流器、放電コイル、
    低圧変圧器、サージアブソーバー（避雷器）等
※照明用安定器及び照明用安定器から取り出したコンデンサーは除きます。

助成金の額及び限度額
● 試料採取費及び分析費の 2 分の 1 ●１台あたりの助成金額の 上限は１２，５００円

一般社団法人 日本環境測定分析協会 TEL　 03 － 3878 － 2811
（助成金窓口は　公益財団法人　東京都環境公社です）

処　理　経　費　の　助　成

都内で保有している 
  ① 微量ＰＣＢの含有が確認された絶縁油
  ② 微量ＰＣＢ絶縁油が付着し、若しくは封入されたドラム缶等の容器
  ③ 微量ＰＣＢ絶縁油が封入された変圧器、コンデンサー等の電気機器

※照明用安定器及び照明用安定器から取り出したコンデンサーは助成対象外です。
※電気機器のメンテナンス等のため微量PCB絶縁油を抜き取り、新たな絶縁油に入れ替えても
当該電気機器は微量PCBに汚染された電気機器であり、無害化されたものとはなりません。

● 電気機器から微量ＰＣＢ絶縁油を抜き取るために要する経費
● 助成対象廃棄物の運搬に要する経費
● 助成対象廃棄物の処分に要する経費
       ※消費税及び地方消費税は助成対象経費に含みません。

助成対象経費の合計額の2分の1（限度額は下記のとおり）

銘板例

又は

〇原則1994年以降のものは対象外
   です。

〇微量PCB廃棄物の最終処分期限は
令和９年３月31日です。

〇PCBが検出された機器等を東京都内で
   使用・保管している事業者は、東京都
    環境局へ届出を提出してください。

〇高濃度PCB含有機器の処分期間は終了
していますが、万が一発見された場合は、
東 京 都 環 境 局 及 び J E S C O
  （03 -5765 -1927）まで至急ご連絡
ください。

＜届出及び連絡先＞
東京都環境局資源循環推進部
産業廃棄物対策課   PCB処理対策担当
TEL : 03-5388-3573

※1994年以降であっても、ユーザーに
よる絶縁油の入替え等によりPCB汚染
されている可能性があるため、必要に
応じて分析を行ってください。

〇原則1991年以降のものは対象外
   です。
※ニチコン製のコンデンサーは、1990年
から2004年まで、東芝製の一部は1998
年から2004年までに製造されたもの
も対象。

〇変圧器等電気機器に貼付されて
おり、製造業者名、製造年月日、

   型式等を表示
※通電中（使用中）の機器は感電の危険が
あります。銘板の確認の際は、電気主任
技術者など専門家にご依頼ください。

＊国が令和７年４月に開始した補助制度の申請を行ったのち、国の補助額を控除した後の金額に対して、
  都の助成を受けることもできます。詳しくは『助成金交付申請の手引き』をご覧ください。

＊国が令和７年４月に開始した補助制度の申請を行ったのち、国の補助額を控除した後の金額に対して、
都の助成を受けることもできます。詳しくは『助成金交付申請の手引き』をご覧ください。
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※２台以上の限度額は、機器ごとの限度額を合計した額と
する。

※「合計油量」とは、助成金の交付の申請をしようとする微量ＰＣＢ廃絶縁油の合計の量をいう。

ＰＣＢ不使用 不 明 高濃度PCB

絶縁油中のPCB分析

産業廃棄物処分許可業者

助成
対象外

助成
対象外

0.5mg/kg以下
または不検出

0.5mg/kg超
（微量PCB）

微量PCBの無害化
処理施設・許可施設

※４ページ参照

中間貯蔵・
環境安全事業(株)
通称：JESCO

PCB廃棄物は、絶縁油に含まれるPCB濃度により処理方法が異なります。
PCB濃度の確認方法等は以下のとおりです。

PCB混入の可能性の有無について、製造メーカーへ問合せ

1 2 3

変圧器

コンデンサー（蓄電器）

申　請　期　限 令和8年３月３１日（必着）

分　析　費　の　助　成

都内で保有している ＰＣＢ混入の可能性がある変圧器及びコンデンサー類の電気機器
例：コンデンサー、高圧変圧器、リアクトル、変成器、遮断器、開閉器、整流器、放電コイル、
    低圧変圧器、サージアブソーバー（避雷器）等
※照明用安定器及び照明用安定器から取り出したコンデンサーは除きます。

助成金の額及び限度額

一般社団法人 日本環境測定分析協会 TEL　 03 － 3878 － 2811
（助成金窓口は　公益財団法人　東京都環境公社です）

処　理　経　費　の　助　成

都内で保有している 
  ① 微量ＰＣＢの含有が確認された絶縁油
  ② 微量ＰＣＢ絶縁油が付着し、若しくは封入されたドラム缶等の容器
  ③ 微量ＰＣＢ絶縁油が封入された変圧器、コンデンサー等の電気機器

※照明用安定器及び照明用安定器から取り出したコンデンサーは助成対象外です。
※電気機器のメンテナンス等のため微量PCB絶縁油を抜き取り、新たな絶縁油に入れ替えても
当該電気機器は微量PCBに汚染された電気機器であり、無害化されたものとはなりません。

● 電気機器から微量ＰＣＢ絶縁油を抜き取るために要する経費
● 助成対象廃棄物の運搬に要する経費
● 助成対象廃棄物の処分に要する経費
       ※消費税及び地方消費税は助成対象経費に含みません。

助成対象経費の合計額の2分の1（限度額は下記のとおり）

銘板例

又は

〇原則1994年以降のものは対象外
です。

〇微量PCB廃棄物の最終処分期限は
令和９年３月31日です。

〇PCBが検出された機器等を東京都内で
使用・保管している事業者は、東京都
環境局へ届出を提出してください。

〇高濃度PCB含有機器の処分期間は終了
していますが、万が一発見された場合は、
東 京 都 環 境 局 及 び J E S C O
（03-5765 -1927）まで至急ご連絡
ください。

＜届出及び連絡先＞
東京都環境局資源循環推進部
産業廃棄物対策課   PCB処理対策担当
TEL : 03-5388-3573

※1994年以降であっても、ユーザーに
　よる絶縁油の入替え等によりPCB汚染
　されている可能性があるため、必要に
　応じて分析を行ってください。

〇原則1991年以降のものは対象外
です。

※ニチコン製のコンデンサーは、1990年
　から2004年まで、東芝製の一部は1998
　年から2004年までに製造されたもの
　も対象。

〇変圧器等電気機器に貼付されて
おり、製造業者名、製造年月日、
型式等を表示

※通電中（使用中）の機器は感電の危険が
　あります。銘板の確認の際は、電気主任
技術者など専門家にご依頼ください。

● 試料採取費及び分析費の 2 分の 1　　　● １台あたりの助成金額の 上限は１２，５００円
＊国が令和７年４月に開始した補助制度の申請を行ったのち、国の補助額を控除した後の金額に対して、
  都の助成を受けることができます。詳しくは『助成金交付申請の手引き』をご覧ください。

＊国が令和７年４月に開始した補助制度の申請を行ったのち、国の補助額を控除した後の金額に対して、
都の助成を受けることもできます。詳しくは『助成金交付申請の手引き』をご覧ください。
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助成対象者

助成対象となる電気機器

主なＰＣＢ分析機関の紹介窓口

助 成 対 象となる廃 棄 物

助 成 対 象 経 費

限 度 額

助 成 金 の 額

微量ＰＣＢ廃棄物の分析費・処理経費の助成金ＰＣＢ廃棄物　処理までの流れ 微量ＰＣＢ廃棄物の分析費・処理経費の助成金ＰＣＢ廃棄物　処理までの流れ

　PCBは変圧器やコンデンサー等の電気機器に利用されていましたが、人の健康及び生活環境に被害を生ずる
おそれがある物質であることから、昭和47年に製造が中止されました。しかし、平成14年にPCBを使用していないと
される電気機器から、微量のPCBが検出されるものがあることが判明しました。

　東京都では、中小事業者等の方々の負担軽減を図るため、都内で所有しているＰＣＢ混入の可能性がある
絶縁油、電気機器等の廃棄物処理費及び分析費の一部を助成しています。

① 個人（過去に中小企業者であった個人の方、マンション等の個人オーナーも対象）
② 中小企業団体
③マンション等建物管理組合法人
④ 中小企業者

⑤ 会社以外の法人であって、常時使用する従業員の数が次の表以下であるもの

※「従業員数」の「従業員」とは、労働基準法第20条のパート・アルバイト・臨時雇いを含む、「解雇予告を
   必要とする者」をいう。
※学校法人、医療法人、財団法人、宗教法人、社会福祉法人、保育園、健康保険組合等は、従業員数が１００人
   以下の場合、助成対象となります（該当する法人は別途ご提出いただく書類があります。詳細は東京都
   環境公社にお問合せください）。

① 使用中の変圧器から微量ＰＣＢ絶縁油を抜取り、微量ＰＣＢ絶縁油を処理する場合　（単位 千円）

②ドラム缶等容器に保管している
微量ＰＣＢ絶縁油を容器ごと
処理する場合

③ 微量ＰＣＢ絶縁油が封入された
電気機器を処理する場合（１台あたり）

※「合計油量」とは、助成金の交付の申請をしようとする
   微量ＰＣＢ廃絶縁油の合計の量をいう。

※「機器電源容量」とは、微量ＰＣＢ廃電気機器の電源容量
    をいう。
※２台以上の限度額は、機器ごとの限度額を合計した額と
    する。

※「合計油量」とは、助成金の交付の申請をしようとする微量ＰＣＢ廃絶縁油の合計の量をいう。

ＰＣＢ不使用 不 明 高濃度PCB

絶縁油中のPCB分析

産業廃棄物処分許可業者

助成
対象外

助成
対象外

0.5mg/kg以下
または不検出

0.5mg/kg超
（微量PCB）

微量PCBの無害化
処理施設・許可施設

※４ページ参照

中間貯蔵・
環境安全事業(株)
通称：JESCO

PCB廃棄物は、絶縁油に含まれるPCB濃度により処理方法が異なります。
PCB濃度の確認方法等は以下のとおりです。

PCB混入の可能性の有無について、製造メーカーへ問合せ

1 2 3

変圧器

コンデンサー（蓄電器）

申　請　期　限 令和8年３月３１日（必着）

分　析　費　の　助　成

都内で保有しているＰＣＢ混入の可能性がある変圧器及びコンデンサー類の電気機器
例：コンデンサー、高圧変圧器、リアクトル、変成器、遮断器、開閉器、整流器、放電コイル、
    低圧変圧器、サージアブソーバー（避雷器）等
※照明用安定器及び照明用安定器から取り出したコンデンサーは除きます。

助成金の額及び限度額
● 試料採取費及び分析費の 2 分の 1 ●１台あたりの助成金額の 上限は１２，５００円

一般社団法人 日本環境測定分析協会 TEL　 03 － 3878 － 2811
（助成金窓口は　公益財団法人　東京都環境公社です）

処　理　経　費　の　助　成

都内で保有している 
① 微量ＰＣＢの含有が確認された絶縁油
② 微量ＰＣＢ絶縁油が付着し、若しくは封入されたドラム缶等の容器
③ 微量ＰＣＢ絶縁油が封入された変圧器、コンデンサー等の電気機器
※照明用安定器及び照明用安定器から取り出したコンデンサーは助成対象外です。
※電気機器のメンテナンス等のため微量PCB絶縁油を抜き取り、新たな絶縁油に入れ替えても
当該電気機器は微量PCBに汚染された電気機器であり、無害化されたものとはなりません。

● 電気機器から微量ＰＣＢ絶縁油を抜き取るために要する経費
● 助成対象廃棄物の運搬に要する経費
● 助成対象廃棄物の処分に要する経費

 ※消費税及び地方消費税は助成対象経費に含みません。

銘板例

又は

〇原則1994年以降のものは対象外
です。

〇微量PCB廃棄物の最終処分期限は
令和９年３月31日です。

〇PCBが検出された機器等を東京都内で
使用・保管している事業者は、東京都
環境局へ届出を提出してください。

〇高濃度PCB含有機器の処分期間は終了
していますが、万が一発見された場合は、
東 京 都 環 境 局 及 び J E S C O
（03-5765 -1927）まで至急ご連絡
ください。

＜届出及び連絡先＞
東京都環境局資源循環推進部
産業廃棄物対策課   PCB処理対策担当
TEL : 03-5388-3573

※1994年以降であっても、ユーザーに
　よる絶縁油の入替え等によりPCB汚染
　されている可能性があるため、必要に
　応じて分析を行ってください。

〇原則1991年以降のものは対象外
です。

※ニチコン製のコンデンサーは、1990年
　から2004年まで、東芝製の一部は1998
　年から2004年までに製造されたもの
　も対象。

〇変圧器等電気機器に貼付されて
おり、製造業者名、製造年月日、
型式等を表示

※通電中（使用中）の機器は感電の危険が
　あります。銘板の確認の際は、電気主任
技術者など専門家にご依頼ください。

＊国が令和７年４月に開始した補助制度の申請を行ったのち、国の補助額を控除した後の金額に対して、
  都の助成を受けることもできます。詳しくは『助成金交付申請の手引き』をご覧ください。

助成対象経費の合計額の2分の1（限度額は下記のとおり）
＊国が令和７年４月に開始した補助制度の申請を行ったのち、国の補助額を控除した後の金額に対して、
都の助成を受けることができます。詳しくは『助成金交付申請の手引き』をご覧ください。
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助成金申請の流れ微量･低濃度ＰＣＢ廃棄物処理施設の一覧

微量ＰＣＢ
助成金について

東京都微量ＰＣＢ廃棄物処理支援事業

微量ＰＣＢ
助成金について

※処理経費は
「運搬費」と「処分費」の
　合計額です。

処理
経費

分析費

申請期限：令和8年3月31日（必着）
（ただし、予算の範囲を超えた日をもって申請書の受付を停止します。）

助成対象者・助成対象経費

分　　析
都内で保有している

電気機器の絶縁油を分析

処　　理
都内で保有している

微量ＰＣＢ含有が確認された
絶縁油・電気機器を処理

！

助成金の申請は、分析や処理を実施する前に行ってください！
①個人　②中小企業団体　③マンション等建物管理組合法人　④中小企業者
⑤会社以外の法人
（学校法人、医療法人、財団法人、宗教法人、社会福祉法人、保育園、健康保険組合等）
※２ページを参照

助成金申請の流れ微量･低濃度ＰＣＢ廃棄物処理施設の一覧

助成金申請の書類は 分析費・処理経費それぞれ実施前・実施後に2回提出

※申請書類は東京都環境公社のHPからダウンロードできます。

※ 処理の方法が「焼却」の施設を掲載しています。施設の最新情報や処理の方法が「焼却」以外の施設については、
環境省HP「廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設」のページをご確認ください。

交付決定通知書の発行よりも前に分析や処理を実施した場合、助成金の交付はできません。
ＰＣＢの分析及び処理の実施は、交付決定通知書を受領した後に実施してください。

△！

（令和6年9月2日現在）

！ 処理費用・受入れ条件などの詳細は、直接処理施設にお問合せください

注意！

申請の際は、必ず『助成金交付申請の手引き』をご参照ください。

問合せ先・助成金の書類郵送先
公益財団法人 東京都環境公社 〒130-0022 東京都墨田区江東橋４－２６－５

東京トラフィック錦糸町ビル5階

TEL：03ｰ3649ｰ8541
(土・日・祝日、年末年始を除く 9時00分から12時00分、13時00分から17時00分まで)

https://www.tokyokankyo.jp/ 東京都環境公社 で検索
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東　京　都　環　境　局
公益財団法人　東京都環境公社

分
析
費

1
交
付
申
請
書
類
提
出

2
交
付
決
定
通
知
書
の
受
領

4
実
績
報
告
書
類
提
出

5
確
定
通
知
書
の
受
領

6
助
成
金
の
受
領

3

実
施

処
理
経
費

分析

3

実
施

処理

1回目

1回目交付申請書類

2回目

【分析費】
①交付申請書(第1号の2様式）
②業者からの見積書の写し
③助成対象者本人であることを
　証明する書類＊

④銘板写真
⑤その他公社が必要と認める
　書類＊

【処理経費】
①交付申請書(第1号様式）
②業者からの見積書の写し
③助成対象者本人であることを
　証明する書類＊

④PCB濃度証明書の写し
⑤その他公社が必要と認める
　書類＊

2回目実績報告書類
【分析費】

①実績報告書(第5号の2様式）
②請求書(第７号様式)
③業者からの請求明細書の写し
④業者への支払いを証明する
　書類の写し
⑤ＰＣＢ濃度証明書の写し

【処理経費】
①実績報告書(第5号様式）
②請求書(第７号様式)
③業者からの請求明細書の写し
④業者への支払いを証明する
　書類の写し
⑤マニフェスト伝票（D票）の写し

＊HPの提出書類のページまたは『助成金交付申請の手引き』でご確認ください

▶

▶
▶ ▶

▶

▶ ▶
▶

2025.5
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廃
油
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そ
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汚
染
物

処
理
物

光和精鉱株式会社
０９３－８７２－２１００

オオノ開發株式会社
　０８９－９７６－１２３４

株式会社クレハ環境
　０２４６－６３－１２３１

ＪＸ金属苫小牧ケミカル株式会社
　０１４４－５６－０２３１

エコシステム秋田株式会社
DINS関西株式会社

０７２－２４３－６３３５
（受付）エコシステムジャパン(株)

東北営業部
０１８６－４６－１５００

神戸環境クリエート株式会社
　０７８－６５１－５０６０

ユナイテッド計画株式会社
０１８－８７７－３０２７

株式会社富山環境整備
　０７６－４６９－５３５６

エコシステム小坂株式会社
　０３－６８４７－７０１１

株式会社富士クリーン
０８７－８７８－３１１１

三池製錬株式会社
０９４４－５３－７２６２

株式会社ジオレ・ジャパン
０６－６４１１－３６９０

日重環境株式会社
０２７７－７３－０１９４

三光株式会社
０８５９－４４－５３６７

株式会社太洋サービス
０５３－４４７－４６４０

杉田建材株式会社
０４３６－９６－１３１１

東京鐵鋼株式会社
　０１７８－２８－９１９１

J&T環境株式会社
０４５－５０５－７９４９

エコシステム千葉株式会社
（受付）エコシステムジャパン（株）

関東営業部
　０４３８－６０－７１７５

群桐エコロ株式会社
０２７６－５５－０５００

エコシステム山陽株式会社
（受付）エコシステムジャパン（株）

西部営業部

０８６８－６２－１３４１

環境開発株式会社
０７６－２４４－３１３２

三重中央開発株式会社
０５９５－２０－１６３１

有

有

有

三重県 ●

●

有

有

有

有

有

有

有

有

● ●

静岡県

●

岡山県 ● ● ● ●

石川県 ● ● ●

群馬県 ● ● ● ● 許
可
施
設

神奈川県 ● ● ● 千葉県 ●

●

● ●

千葉県 ● ● ● ● 青森県 ● ● ●

● ● ●鳥取県 ● ● ● ●

●香川県 ● ● ● ●

群馬県 ● ● ● ●兵庫県 ●

●

無
害
化
処
理
認
定
施
設

北海道 ● ● ● ●

● ● ● ●秋田県

大阪府

● ●

福岡県

●

●

有

秋田県

●

富山県 ● ● ● ●

兵庫県 ●

●

● ● ●

秋田県 ● ● ● ●

●

●

愛媛県 有 ● ● ● ●

事業者名
問合せ先

設
置
場
所

廃棄物の種類

事業者名
問合せ先

設
置
場
所

廃棄物の種類

（微量 廃電気機器等・
低濃度 含有廃棄物）

（微量 廃電気機器等・
低濃度 含有廃棄物）

収
集
運
搬
の
有
無

収
集
運
搬
の
有
無

無
害
化
処
理
認
定
施
設

福岡県 ● ● ● ●

福島県
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助成金申請の流れ微量･低濃度ＰＣＢ廃棄物処理施設の一覧

微量ＰＣＢ
助成金について

東京都微量ＰＣＢ廃棄物処理支援事業

微量ＰＣＢ
助成金について

※処理経費は
「運搬費」と「処分費」の
　合計額です。

処理
経費

分析費

申請期限：令和8年3月31日（必着）
（ただし、予算の範囲を超えた日をもって申請書の受付を停止します。）

助成対象者・助成対象経費

分　　析
都内で保有している

電気機器の絶縁油を分析

処　　理
都内で保有している

微量ＰＣＢ含有が確認された
絶縁油・電気機器を処理

！

助成金の申請は、分析や処理を実施する前に行ってください！
①個人　②中小企業団体　③マンション等建物管理組合法人　④中小企業者
⑤会社以外の法人
（学校法人、医療法人、財団法人、宗教法人、社会福祉法人、保育園、健康保険組合等）
※２ページを参照

助成金申請の流れ微量･低濃度ＰＣＢ廃棄物処理施設の一覧

※申請書類は東京都環境公社のHPからダウンロードできます。

※ 処理の方法が「焼却」の施設を掲載しています。施設の最新情報や処理の方法が「焼却」以外の施設については、
    環境省HP「廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設」のページをご確認ください。

ＰＣＢの分析及び処理の実施は、国の交付決定通知書を受領した後に実施してください。
国の交付決定通知書の発行前に分析や処理を実施した場合、助成金の交付はできません。

△！

（令和6年9月2日現在）

！ 処理費用・受入れ条件などの詳細は、直接処理施設にお問合せください

注意！

申請の際は、必ず『助成金交付申請の手引き』をご参照ください。

問合せ先・助成金の書類郵送先
公益財団法人 東京都環境公社 〒130-0022 東京都墨田区江東橋４－２６－５

東京トラフィック錦糸町ビル5階

TEL：03ｰ3649ｰ8541
(土・日・祝日、年末年始を除く 9時00分から12時00分、13時00分から17時00分まで)

https://www.tokyokankyo.jp/ 東京都環境公社 で検索

4 5

東　京　都　環　境　局
公益財団法人　東京都環境公社

分
析
費

処
理
経
費

1回目交付申請書類

助成金申請の書類は 分析費・処理経費それぞれ2回提出

1回目　　　　　　　　　　  　         2回目

【分析費】
①交付申請書(第1号の2様式）
②業者からの見積書の写し
③助成対象者本人であることを
　証明する書類＊

④銘板写真
⑤その他公社が必要と認める
　書類＊

【処理経費】
①交付申請書(第1号様式）
②業者からの見積書の写し
③助成対象者本人であることを
　証明する書類＊

④PCB濃度証明書の写し
⑤その他公社が必要と認める
　書類＊

2回目実績報告書類
【分析費】

①実績報告書(第5号の2様式）
②請求書(第７号様式)
③業者からの請求明細書の写し 
④業者への支払いを証明する
　書類の写し
⑤ＰＣＢ濃度証明書の写し
⓺その他公社が必要と認める　

　　書類＊

【処理経費】
①実績報告書(第5号様式）
②請求書(第７号様式)
③業者からの請求明細書の写し 
④業者への支払いを証明する
　書類の写し
⑤マニフェスト伝票（D票）の写し
⓺その他公社が必要と認める
　書類＊

＊HPの提出書類のページまたは『助成金交付申請の手引き』でご確認ください

▶

▶

2026.1.

廃
油

ト
ラ
ン
ス
・

コ
ン
デ
ン
サ
等

そ
の
他

汚
染
物

処
理
物

廃
油

ト
ラ
ン
ス
・

コ
ン
デ
ン
サ
等

そ
の
他

汚
染
物

処
理
物

光和精鉱株式会社
０９３－８７２－２１００

オオノ開發株式会社
０８９－９７６－１２３４

株式会社クレハ環境
０２４６－６３－１２３１

ＪＸ金属苫小牧ケミカル株式会社
０１４４－５６－０２３１

エコシステム秋田株式会社
DINS関西株式会社

０７２－２４３－６３３５
（受付）エコシステムジャパン(株)

東北営業部
０１８６－４６－１５００

神戸環境クリエート株式会社
０７８－６５１－５０６０

ユナイテッド計画株式会社
０１８－８７７－３０２７

株式会社富山環境整備
０７６－４６９－５３５６

エコシステム小坂株式会社
０３－６８４７－７０１１

株式会社富士クリーン
０８７－８７８－３１１１

三池製錬株式会社
０９４４－５３－７２６２

株式会社ジオレ・ジャパン
０６－６４１１－３６９０

日重環境株式会社
０２７７－７３－０１９４

三光株式会社
０８５９－４４－５３６７

株式会社太洋サービス
０５３－４４７－４６４０

杉田建材株式会社
０４３６－９６－１３１１

東京鐵鋼株式会社
０１７８－２８－９１９１

J&T環境株式会社
０４５－５０５－７９４９

エコシステム千葉株式会社
（受付）エコシステムジャパン（株）
　　　　　　　　　     関東営業部

０４３８－６０－７１７５

群桐エコロ株式会社
０２７６－５５－０５００

エコシステム山陽株式会社
（受付）エコシステムジャパン（株）
     　　　　　　　      西部営業部

０８６８－６２－１３４１

環境開発株式会社
０７６－２４４－３１３２

三重中央開発株式会社
０５９５－２０－１６３１

有

有

有

三重県 ●

●

有

有

有

有

有

有

有

有

● ●

静岡県

●

岡山県 ● ● ● ●

石川県 ● ● ●

群馬県 ● ● ● ● 許
可
施
設

神奈川県 ● ● ● 千葉県 ●

●

● ●

千葉県 ● ● ● ● 青森県 ● ● ●

● ● ●鳥取県 ● ● ● ●

●香川県 ● ● ● ●

群馬県 ● ● ● ●兵庫県 ●

●

無
害
化
処
理
認
定
施
設

北海道 ● ● ● ●

● ● ● ●秋田県

大阪府

● ●

福岡県

●

●

有

秋田県

●

富山県 ● ● ● ●

兵庫県 ●

●

● ● ●

秋田県 ● ● ● ●

●

●

愛媛県 有 ● ● ● ●

事業者名
問合せ先

設
置
場
所

廃棄物の種類

事業者名
問合せ先

設
置
場
所

廃棄物の種類

（微量 廃電気機器等・
低濃度 含有廃棄物）

（微量 廃電気機器等・
低濃度 含有廃棄物）

収
集
運
搬
の
有
無

収
集
運
搬
の
有
無

無
害
化
処
理
認
定
施
設

福岡県 ● ● ● ●

福島県

国の交付決定通知書受領後に
分析・処理を実施




